
様式 １　公表されるべき事項

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構（法人番号8010405009306）法人の役職員の報酬・給
与等について（令和７年度）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

理事
（非常勤）

監事
（非常勤）

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構は、在日米軍等に必要な労働力の確保を図ること

を目的とし、駐留軍等労働者の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務を行っ

ている。

当法人は防衛大臣を主務大臣とした行政執行法人であり、役員は国家公務員の身分を有する

ことから、役員報酬の水準を設定するに当たっては、それぞれの役員の職責に相応する国家公

務員の給与水準を参酌している。

理事長は指定職俸給表５号俸、理事は指定職俸給表１号俸又は行政職（一）９級の平均的な給

与水準、理事（非常勤）及び監事（非常勤含む。）は行政職（一）９級の平均的な給与水準を考慮し

て設定している。

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構役員報酬規則（以下「役員報酬規則」という。）にお

いて、役員に対する期末手当を支給するに当たっては、理事長が役員の業績を考慮して期末手

当を増額し、又は減額することができるよう規定している。

月額については、「役員報酬規則」に則り、俸給（1,006,000円）に地域手当

（201,200円）を加算して算出し、期末手当（国の期末手当及び勤勉手当に相当）に

ついては、期末手当基礎額（俸給＋地域手当＋（俸給＋地域手当）×0.2＋俸給

×0.25）に6月に支給する場合においては100分の172.5、12月に支給する場合に

おいては100分の177.5を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその

者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和７年度では、人事院勧告に基づく一般職給与法の改正に準拠した、

俸給月額の引上げ（979,000円→1,006,000円）及び期末手当の期別支給割合の

引上げ（年間0.05ヶ月）を実施した。

月額については、「役員報酬規則」に則り、俸給（673,100円）に地域手当（134,620
円）を加算して算出し、期末手当（国の期末手当及び勤勉手当に相当）については、
期末手当基礎額（俸給＋地域手当＋（俸給＋地域手当）×0.2＋俸給×0.25）に6月
に支給する場合においては100分の172.5、12月に支給する場合においては100分

の177.5を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に
応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和７年度では、人事院勧告に基づく一般職給与法の改正に準拠した、俸
給月額の引上げ（643,700円→673,100円）及び期末手当の期別支給割合の引上げ
（年間0.05ヶ月）を実施した。

「役員報酬規則」に則り、非常勤役員手当（日額 38,400円)に各月の勤務日数を

乗じた額を月額としている。

なお、令和７年度では、人事院勧告に基づく一般職給与法の改正に準拠した俸

給日額の引上げ（36,700円→38,400円）を実施した。

月額については、「役員報酬規則」に則り、俸給（673,100円）に地域手当（134,620
円）を加算して算出し、期末手当（国の期末手当及び勤勉手当に相当）については、
期末手当基礎額（俸給＋地域手当＋（俸給＋地域手当）×0.2＋俸給×0.25）に6月
に支給する場合においては100分の172.5、12月に支給する場合においては100分
の177.5を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に
応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和７年度では、人事院勧告に基づく一般職給与法の改正に準拠した、俸
給月額の引上げ（643,700円→673,100円）及び期末手当の期別支給割合の引上げ
（年間0.05ヶ月）を実施した。

「役員報酬規則」に則り、非常勤役員手当（日額 38,400円)に各月の勤務日数を

乗じた額を月額としている。

なお、令和７年度では、人事院勧告に基づく一般職給与法の改正に準拠した、

俸給日額の引上げ（36,700円→38,400円）を実施した。

別 添



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

20,486 12,072 5,950
2,414

50
（地域手当）
（通勤手当） *

千円 千円 千円 千円

13,754 8,077 3,981
1,615

81
（地域手当）
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

7,752 7,366 0 386 （通勤手当）
*

千円 千円 千円 千円

13,915 8,077 3,981
1,615

242
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,169 2,110 0 59 （通勤手当）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　法人の長

理事

監事

【主務大臣の検証結果】

監事

監事
（非常勤）

理事
（非常勤）

監事
（非常勤）

前職

理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

理事

理事長は、当法人を代表し業務を総理するものであり、また、日米地位協定に基づく

在日米軍への必要な労働力の提供を行うため、主務大臣である防衛大臣と協同して

駐留軍等労働者の労務管理等事務を確実かつ円滑に実施する責任を負っており、そ

の職責、職務の複雑・困難性に加え、当法人の業績が悪化した場合にはその責任を

問われ、防衛大臣より解任される場合があることを勘案し、その報酬水準は妥当なも

のと考える。

理事は、理事長を補佐し、総務、人事及び企画に関すること、会計に関すること、

情報管理（情報セキュリティ監査を除く）に関すること、業務の実績評価に関するこ

と及び内部監査に関することについて業務を掌理することとしており、その職責及

び職務の内容を勘案し、その報酬水準は妥当なものと考える。

理事（非常勤）は、理事長を補佐し、広報及び渉外に関すること、駐留軍等労働

者の労務管理、給与及び福利厚生に関すること及び情報セキュリティ監査に関す

ることについて業務を掌理することとしており、その職責及び職務の内容を勘案し、

その報酬水準は妥当なものと考える。

監事は、当法人業務の適正な執行を担保する責めを負うものであり、公正・中立
性が求められ、必要に応じ理事長又は主務大臣に対して意見を提出する立場に
あり、業務全般の監査を行い、業務の能率的かつ効果的な運営を確保するという
職責を有するものであることを勘案し、その報酬水準は妥当なものと考える。

監事（非常勤）は、当法人業務の適正な執行を担保する責めを負うものであり、

公正・中立性が求められ、必要に応じ理事長又は主務大臣に対して意見を提出す

る立場にあり、財務内容等を含む業務の監査を行うことのほか、財務諸表及び決

算報告書に意見を付することにより、業務の能率的かつ効果的な運営を確保する

という職責を有するものであることを勘案し、その報酬水準は妥当なものと考える。

当該法人は役職員が国家公務員の身分を有する行政執行法人として、日米安全保障
条約に基づく我が国の責務を果たすため、停滞が許されない重要な事務・事業を担って
いる。

役員の報酬・給与等の支給水準については、一般職の職員の給与に関する法律に準
拠し、かつ、役員の職責、職務内容及び業務の実績等を踏まえ定めていることから、そ
の水準は妥当である。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

監事

法人での在職期間

判断理由

法人の長

理事A

法人の長

理事

監事A

該当者なし

該当者なし

「役員報酬規則」において、役員に対する期末手当を支給するに当たっては、理事

長が役員の業績を考慮して期末手当を増額し、又は減額することができることとして

おり、今後においても継続することとしている。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

当法人は防衛大臣を主務大臣とした行政執行法人であり、職員は国家公務員

の身分を有することから、職員の給与水準を設定するに当たっては、独立行政

法人通則法第57条第3項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する法律

（以下「一般職給与法」という。）の適用を受ける国家公務員の給与を参酌し、か

つ、民間企業の従業員の給与、業務の実績等を考慮して決定している。

毎年度人事評価を実施し、職員の勤務実績及び能力を適切に評価し、評価結

果を昇給に反映させている。また、勤勉手当に当たっては、勤務成績に応じて支

給している。

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構職員給与規則に則り、俸給及び諸

手当（俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任

手当、在宅勤務等手当、広域異動手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、

超過勤務手当、休日給、期末手当及び勤勉手当）としている。

期末手当（6月及び12月）については、期末手当基礎額（俸給＋扶養手当＋地域

手当＋広域異動手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に期別支給割合を

乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間の在職期間に応じた割合（期間率）を乗

じて得た額としている。

勤勉手当（6月及び12月）については、勤勉手当基礎額（俸給＋地域手当＋広域

異動手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に期間率を乗じ、さらに勤務成

績に応じた割合を乗じて得た額としている。

令和７年度における主な改正内容は、人事院勧告に基づく一般職給与法の

改正に準拠した、採用市場での競争力向上のため、初任給を大幅に引上げ及

び若年層に特に重点を置きつつ、全ての職員を対象に俸給月額を引上げ（平均

改定率3.3％）、期末手当及び勤勉手当の支給率の引上げ（各年間0.025ヶ月

分）、地域手当支給割合の見直し等を実施した。

なお、地域手当支給割合の見直しは、横田支部（１５％→１６％）、横須賀支部

（１０％→１２％）、京丹後支部（０％→８％）、岩国支部呉分室（０％→４％）で実

施した。

ただし、令和７年度中は、横田支部（１５％→１５％）、横須賀支部（１０％→１

１％）、京丹後支部（０％→４％）、岩国支部呉分室（０％→２％）の経過措置を

とっている。



２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

194 40.2 6,620 4,821 141 1,799
人 歳 千円 千円 千円 千円

194 40.2 6,620 4,821 141 1,799

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 62.9 4,480 3,721 191 759
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 62.9 4,480 3,721 191 759

人 歳 千円 千円 千円 千円

21 52.4 4,150 3,033 82 1,117
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 52.4 4,150 3,033 82 1,117

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を除く。

注２：「再雇用職員」とあるのは、行政執行法人にあっては「再任用職員」とする。
注３：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注４：「通勤手当等」は、通勤手当と在宅勤務等手当の合算
注５：年俸制を導入している法人にあっては、年俸制適用職員を分けて記入する。

非常勤職員

事務・技術

区分

常勤職員

うち賞与平均年齢

事務・技術

再雇用職員

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：２６４人

事務・技術

うち所定内

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：１９４人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員



③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

④

（事務職員）

平均
人 歳 千円

部長級 1 58.5 14,403

課長級 12 56.3 11,331

うち本部課長級 6 55.7 11,505

36 51.3 8,537

係長級 56 42.9 6,502

主任級 4 49.3 5,585

係員級 85 30.8 4,857

うち本部係員 11 28.0 5,334

⑤

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

48.5 48.1 48.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

51.5 51.9 51.7

％ ％ ％

         最高～最低 59.5～43.7 59.4～43.8 58.1～43.8

％ ％ ％

53.7 53.7 53.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.3 46.3 46.3

％ ％ ％

         最高～最低 50.7～42.2 50.6～41.5 50.6～42.2

　6,180  ～ 5,122

5,997～ 3,419

  5,778 ～ 4,844 

千円

　　14,403 ～ 14,403　　

13,145  ～  9,752

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

一律支給分（期末相当）

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員再雇用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分

管理
職員

12,388  ～ 10,374

課長代理・専門職級  10,384  ～  7,121

　9,151  ～ 4,673

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人千円



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　100％】
　（国からの財政支出額3,790,035千円、支出予算の総額3,790,035千円：令
和7年度予算）
【累積欠損額　0円（令和6年度決算）】
【管理職の割合　6.7％（常勤職員数194名中13名）】
【大学卒以上の割合　42.3％（常勤職員数194名中82名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　44.0％】
　（支出総額4,019,375千円、給与・報酬等支給総額1,769,746千円：令和6
年度決算）

　当法人の給与水準は、対国家公務員指数を１００とした場合を下回ってい
る。

内容

　給与水準の妥当性の
　検証

　引き続き、国家公務員の給与水準を考慮し、給与水準の適正性を保つよう
に努める。

（法人の検証結果）
　当法人は防衛大臣を主務大臣とした行政執行法人であり、職員は国家公
務員の身分を有することから、職員の給与水準を設定するに当たっては、一
般職給与法を参酌し、国家公務員の給与水準と同等となるよう努めている
が、対国家公務員指数を１００とした場合、これを下回る結果となっている。
　これは、国家公務員の級別人員割合と比較した場合、当法人の組織形態
上、１級から３級の級別人員割合が高いため、かかる結果となっているので
あり、適正な給与水準であると考える。
　なお、令和7年度においては、国の平均年間給与額が6,800千円となって
いるのに対し、当法人の平均年間給与額は6,463千円となっている。

（主務大臣の検証結果）
当該法人は役職員が国家公務員の身分を有する行政執行法人であり、
一般職の職員の給与に関する法律に準拠して給与水準を定めているとこ
ろ、年齢勘案の指数等から見ても、その水準は妥当である。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

・年齢・学歴勘案                      ９５．３

対国家公務員
指数の状況

・年齢・地域・学歴勘案　　　　　 　９７．５

・年齢勘案                              ９５．０

・年齢・地域勘案                      ９７．４

項目

0
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0.3

１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 ９ 級 10  級

当法人と国家公務員との級別人員割合

国家公務員 当法人

注１：国家公務員のデータは「令和７年国家公務員給与等実態調査（第３表 適用俸給表

別、級別）」における行政職俸給表（一）の適用を受ける国家公務員

注２：当法人のデータは常勤職員（事務・技術職員）



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

令和6年度 令和７年度 対前年度比 増Δ減

千円 千円 千円 ％

(A)
千円 千円 千円 ％

(Ｂ)
千円 千円 千円 ％

(Ｃ)
千円 千円 千円 ％

(D) 276,974 286,603 9,629 3.5
千円 千円 千円 ％

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

71,410 3.12,375,2882,303,878

154,076 222,503

福利厚生費

54,225 49,118 △ 5,107

△ 1,539 △ 0.1

区　　分

給与、報酬等支給総額
1,818,603 1,817,064

退職手当支給額

68,427 44.4

△ 9.4

当法人は、毎年度人事評価を実施し、職員の勤務実績及び能力を適

切に評価し、評価結果を昇給に反映させている。また、勤勉手当に当

たっては、勤務成績に応じて支給しており、今後においても一般職給与

法に準拠した仕組みを継続することとしている。

（扶養親族がいない場合）
○ 22歳（大卒初任給） 月額 232,000円 年間給与 3,862,800円
○ 35歳（本部係長） 月額 367,080円 年間給与 6,197,226円
○ 50歳（本部課長代理） 月額 479,520円 年間給与 8,206,983円
※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者 3,000円（行政職（一）8級以
上は不支給）、子1人につき 11,500円）を支給

・「退職手当」については、令和７年度に定年退職者がいなかったことに

より対前年比9.4％減となった。

・「非常勤役職員等給与」については、欠員補充したことにより対前年

比44.4％増となった。

・「最広義人件費」については、「非常勤役職員等給与」及び「福利厚生

費」が増加したことにより対前年比3.1％増となった。



Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

当法人では、国家公務員の定年の引上げ等のための措置として、国

家公務員法等の一部が改正されたことに伴い、定年の段階的引き上

げ（令和７年度は６２歳）、役職定年制（管理監督職勤務上限年齢制）、

定年前再任用短時間勤務制度、暫定再任用制度、６０歳に達した職員

の給与制度（６０歳に達した日以後の最初の４月１日以後、俸給表の

職務の級及び号俸に応じた額に７割を乗じて得た額とする）を整備して

いる。

特になし


